
滋
賀
県
知
事
選
挙
投
票
日

７
月
13
日（
日
）

予
定

投
票
時
間  

７
時
～
20
時

（
大
河
原
、
鮎
河
の
投
票
所
は
19
時
ま
で
に

繰
り
上
げ
て
い
ま
す
）

投
票
で
き
る
人
は
？

　
投
票
日
現
在
、
年
齢
20
歳
以
上
の
日
本
国

民
で
、
３
カ
月
以
上
甲
賀
市
に
住
民
登
録
し

て
い
る
方
で
す
。

　
今
回
の
選
挙
で
は
次
の
要
件
を
有
す
る
方

が
投
票
で
き
ま
す
。

【
年
齢
】
平
成
６
年
７
月
14
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方

【
住
所
】
平
成
26
年
３
月
25
日
以
前
か
ら
引

き
続
い
て
市
内
に
住
民
登
録
し
居

住
し
て
い
る
方

　

甲
賀
市
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録

者
数
は
、
平
成
26
年
３
月
２
日
現
在
で

７
万
３
千
２
２
５
人
で
す
。

○
選
挙
前
の
３
カ
月
の
間
に
県
内
の
違
う
市

町
へ
引
っ
越
し
を
さ
れ
た
方
は
、「
引
き
続

き
滋
賀
県
内
の
市
町
に
住
所
を
有
す
る
旨

の
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

さ
れ
て
い
る
指
定
病
院
や
施
設
に
お
い
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
仕
事
や
勉
強
の
た
め
、
現
在
市
外
に
滞
在

さ
れ
て
い
る
方
は
、
投
票
用
紙
を
甲
賀
市

選
挙
管
理
委
員
会
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
　

そ
の
際
、
送
付
さ
れ
て
き
た
封
筒
は
、

開
封
せ
ず
に
現
在
滞
在
し
て
い
る
市
区
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
ご
持
参
く
だ
さ

い
。
そ
の
場
で
不
在
者
投
票
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

当
日
投
票
に
行
け
な
い

方
は
期
日
前
投
票
を

　
投
票
日
当
日
、
業
務
や
旅
行
な
ど
で
投
票

に
行
け
な
い
方
は
、
期
日
前
投
票
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。（
事
前
に
宣
誓
書
を
記
入
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。）

◇
市
役
所
水
口
庁
舎
で
の
期
日
前
投
票
所

【
期
間
】
６
月
27
日（
金
）～
７
月
12
日（
土
）

【
時
間
】
８
時
30
分
～
20
時

【
場
所
】
３
階　
第
２・３
会
議
室

◇
水
口
庁
舎
以
外
の
期
日
前
投
票
所

【
期
間
】
７
月
５
日（
土
）～
12
日（
土
）

【
時
間
】
８
時
30
分
～
20
時

【
場
所
】

○
甲
南
庁
舎

　
１
階　
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス

○
土
山
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

郵
便
に
よ
る
不
在
者

投
票
も
で
き
ま
す

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、
郵
便
に
よ
り
自
宅

に
て
不
在
者
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
）
身
体
障
が
い
者
で
、

●
身
体
障
が
い
者
手
帳
に
両
下
肢
等
の
障
が

い
の
程
度
が
１
級
ま
た
は
２
級
で
あ
る
と

し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方

●
身
体
障
が
い
者
手
帳
に
心
臓
、
腎
蔵
な
ど

の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
ま
た
は
３
級
で

あ
る
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方

●
身
体
障
が
い
者
手
帳
に
免
疫
、
肝
臓
の
障

　
１
階　
玄
関
横
ス
ペ
ー
ス

○
甲
賀
大
原
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

　
１
階　
住
民
サ
ロ
ン

○
信
楽
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

　
１
階　
事
務
室

◦
日
程
は
異
な
り
ま
す
が
、
ど
の
期
日
前
投

票
所
で
も
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
お
手
元
に
届
い
て
い
れ
ば
、
入
場
整
理
券
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。
投
票
の
際
に
持
参
す

れ
ば
受
付
の
待
ち
時
間
が
短
縮
さ
れ
ま
す
。

◦
た
だ
し
、
入
場
整
理
券
は
棄
権
防
止
・
投

票
所
で
の
整
理
な
ど
の
た
め
発
行
し
て
い

る
も
の
で
す
の
で
、
ご
持
参
い
た
だ
か
な

く
て
も
投
票
で
き
ま
す
。

不
在
者
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

○
指
定
病
院
や
施
設
に
入
院
・
入
所
さ
れ
て

い
る
方
は
、
そ
の
施
設
内
で
不
在
者
投
票

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
日
時
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、
入
院
・
入
所

が
い
の
程
度
が
１
級
か
ら
３
級
ま
で
で
あ

る
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方

２
）
戦
傷
病
者
で
、

●
戦
傷
病
者
手
帳
に
両
下
肢
な
ど
の
障
が
い

の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
ま
で

で
あ
る
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方

●
戦
傷
病
者
手
帳
に
心
臓
、
腎
蔵
な
ど
の
障

が
い
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
３
項
症

ま
で
で
あ
る
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
方

３
）
介
護
保
険
法
の
要
介
護
者
で
、

●
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状
態

区
分
が
要
介
護
度
５
で
あ
る
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
方

　
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
事
前
に
登
録
す
る
必
要

が
あ
り
、
ま
た
こ
の
登
録
に
時
間
を
要
す
る

こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
め
に
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

《
ご
注
意
》

　
こ
の
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
制
度
は
、
申
請

さ
れ
た
登
録
者
の
み
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
上

記
の
事
由
に
該
当
し
て
も
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方
は

ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
滋
賀
県
知
事
選
挙
が
７
月
13
日
に
執
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
選
挙
は
、私
た
ち
有
権
者
の
代
表
を
選
ぶ
機
会
、す
な
わ
ち
私
た
ち
が
政
治
に
参
加
す
る
大
切
な
機
会
で
す
。

　
あ
な
た
の一票
が
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
大
切
な一票
に
な
り
ま
す
。

　
安
易
に
棄
権
す
る
こ
と
な
く
貴
重
な一票
を
活
か
し
ま
し
ょ
う
。

問い合わせ

甲
賀
市
選
挙
管
理
委
員
会

☎
６
５‐０
６
６
７
／
６
３‐４
５
６
１

夏場の食中毒を
予防しましょう

　気温の高い夏は、細菌性の食中毒が多
発します。食中毒を起こす食べ物は色や
臭いで見分けることができません。
　そこで、食中毒予防の三原則「つけな
い」、「増やさない」、「やっつける」に気
をつけて、食中毒を予防しましょう。

　□食品、手、調理器具は、
きれいに洗いましょう。

　□食品を保存する時は、菌
がつかないよう、ふたや
ラップフィルムで覆って保
存しましょう。

　□食品は常温で放置せず、
　　冷蔵庫で保存しましょう。

　□食品はなるべく加熱し、
加熱調理するときは中
心部まで十分火を通しま
しょう。

　□まな板、ふきんなどはこ
まめに洗い、定期的に
漂白剤で殺菌しましょう。

◆つけない

◆増やさない

◆やっつける

問
い
合
わ
せ

健康推進課　健康政策係
☎６５-0703 ／ ６３-4591
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